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【編集後記】　～熱中症に要注意～
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スマホから広報誌を
ご覧いただけます！

　新たまねぎは、みずみずしく、甘みがあって、加熱したときのトロ
ッとした食感がたまりませんよね。サラダやスープ等にすることが多
いですが、新たまねぎを使ったこんなレシピはいかがでしょうか。ポ
ン酢やからしを付けておつまみ風にしたり、ケチャップやソースもお
すすめです。ベーコンやツナ缶、チーズを入れてもGOOD！
　旬の一時期しか食べられない新たまねぎを、ぜひいろんな食べ方で
お楽しみください♪

★午前9時～午後5時まで受付です。

★急患のみご利用ください。

★受診の際は、必ず電話で連絡をしてから来院ください。

★夜間の緊急受診は県央医師会応急診療所（0256-32-0909）を

　ご利用ください

今月の食材
ここで

買えます
住　　所：
営業時間：

コメント：

田上町大字田上丙1840
火・土曜のみ
（午前10時～午後0時まで）
※1月～4月頃はお休みです。
403号線沿いの看板が目印
♪販売量は少ないですが春
から冬にかけ約50種類の野
菜を取扱っています。

役場保健福祉課 ☎57-6112

今月の
食材 新たまねぎ

田上産新たまねぎのもちもち茶巾しぼり

【 菜果良(なかよし) 】

今 月 の 納 税

◆町・県民税（第１期）
※納税は便利な口座振替がおすすめです！

　今年は新型コロナウイルス感染症予防のためマスクを着用する時間が長くなりました。マスクは熱がこもりやすい
ので注意が必要です。例年以上にこまめな水分補給や、暑さ対策をしっかりして熱中症にならないように気をつけま
しょう。私も気付いたら全然水を飲んでないな、という事が多いので、気を付けたいと思います！

〒959-1503　田上町大字原ヶ崎新田3070番地
田上町役場総務課   57-6222　メールアドレス　t2223@town.tagami.lg.jp

■たがみの彩時記　投稿記事あて先／

日　に　ち 当番医院名 電話番号

6
月

7
月

21日㈰
28日㈰
５日㈰
12日㈰
19日㈰

田上診療所（田上町）

星野内科医院(田上町)

監物小児科医院(加茂市)

いからし小児科アレルギークリニック(加茂市)

ながば耳鼻咽喉科医院(加茂市)

57-5015

41-4141

52-0800

53-2250

53-0751

新たまねぎ…1/2個　片栗粉…大さじ1
塩コショウ…少々　ごま油…大さじ1/2

材 料
（3～4個分）

①　新たまねぎは皮をむき、粗みじん切りにする。
②　ポリ袋に材料を全て入れ、よくもんで混ぜる。
③　ラップにスプーン1杯位を包んで茶巾しぼりにして、耐
　　熱皿に並べる。
④　レンジで2～３分加熱する。

作り方

田上の旬で
おいしいレシピ

15

ココ

有

掲載希望の方は右記までご連絡ください

●メンドコロスガ井

　写真下の大きなたけのこと、小さなたけのこは、別々のた

けのこではないそうです。大きいたけのこに小さいたけのこ

がくっついて出てきた小さいたけのこが、とてもかわいらし

いですね。

　写真、中ほどの２本はくっついて出てきた双子のたけのこ。

２つが一緒に成長し、２つ一緒に掘り出されたのかと思うと

少し感慨深いですね。

休日当番医のお知らせ

たがみの彩時記 親子たけのこと双子たけのこ （投稿者：川船河　吉田昭一さん）
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新型コロナウイルス関連情報新型コロナウイルス関連情報

相談窓口・問い合わせ：役場町民課 税務係 57-6115

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し経済的に困窮する学生やその保
護者を支援することにより、保護者の負担を軽減するとともに、学業の継続及び子育て支援を行い
ます。  

　新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難な場合は申請をすることにより、
徴収の猶予を受けることができます。 

◆対象者（以下の１、２の要件いずれも満たす方）
　１．新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が
　　　前年同期に比べて概ね20%以上減少していること 
　２．一時に納税を行うことが困難であること 
◆適用対象となる税 
　令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する税

※申請の手続きに関する書類は町のホームページ（http：//www.town.tagami.niigata.jp）をご覧ください

◆対象者  令和２年５月１日現在、次の各号のいずれかに該当する方 
① 大学等（大学、大学院、短期大学、専門学校等）に通う学生がいる、

町内に住所を有する保護者 
② 就学の為、町外から転入し大学等へ通っている、町内に住所を有する学生 

・町教育委員会、町交流会館の窓口に用意してある申請書に必要事項を記入し、提出。（郵送可） 
※申請書は町のホームページ（http：//www.town.tagami.niigata.jp ）からもダウンロードできます。 
・学生証の写し、振込口座（金融機関名、口座番号、名義人がわかるもの）の写しを添付。 

 令和２年６月３０日（火）まで

対 象 者 給付額 

① 大学等に通う学生がいる、
町内に住所を有する保護者 

保護者の住所から通学している場合
保護者の住所以外から通学している場合 ３万円 

② 就学の為、町外から転入し大学等へ通っている、町内に住所を有する学生 １万円 

学生の皆さんを支援します
田上町大学等就学支援給付金

◆給付額

◆申請方法

◆提出締切

提出・問い合わせ：〒959-1503 田上町大字原ヶ崎新田3070番地

　　　　　　　　　　　　　　　 田上町教育委員会 ☎57-6114 

 

徴収猶予が認められると…

新型コロナウイルス感染症の影響から
町税の納付が困難な方へ

・原則、一年間猶予が認められます。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。 

新型コロナウイルス感染症に対する町の支援策一覧

※詳細はお問合せ下さい。最新情報は町ホームページでもご紹介していますので、ご確認下さい。
※支援制度欄 　 →町独自支援制度　〔○万円〕→町予算額

＜個人向け＞
支援制度 概　　要 担当課 

ひとり親家庭等応援特別給付金

大学等就学支援給付金

特別定額給付金

子育て世帯への臨時特別給付金

国民健康保険傷病手当金 ・国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染者等
に対し傷病手当金を支給

後期高齢者医療傷病手当金 ・後期高齢者医療加入者で新型コロナウイルス感染者
等に対し傷病手当金を支給

徴収の猶予制度 ・地方税においても無担保かつ延滞金なしで1年間、
徴収猶予を適用できる特例を創設

＜事業者向け＞
支援制度 概　　要 担当課

感染症対策特別融資に係る
信用保証料助成

雇用調整助成金申請経費助成 ・申請経費助成 上限 10万円

温泉源泉使用料、
下水道使用料（温泉分のみ）の減免

・温泉旅館への源泉使用料の減免
令和元年度及び 2 年度分の 2 か年分

・温泉旅館等への下水道使用料（温泉源泉分）の減免 
令和 2 年度分

感染症予防及び事業継続等緊急支援金

プレミアム付き飲食券・商品券の発行

※申請書、申請要領は町ホームページに
　掲載しています

①国の持続化給付金の上乗せ

上記＜個人向け＞に記載の内容をご覧下さい

常時雇用従業員数に応じ 10万円～30万円
②売上減少額（前年比）

30％以上50％未満 上限50万円
上限30万円
上限10万円

20％以上30％未満 
5％以上20％未満 

プレミアム付き飲食券の発行 ・販売価格 2,000円相当分を 1,000円で販売 
・販売数 3,000セット（1 人 5 セットまで） 

プレミアム付き商品券の発行 ・販売価格 10,000円相当分を 8,000円で販売
・販売数 5,000セット（1 人 5 セットまで） 

保健福祉課
（☎57-6112）

教育委員会
（☎57-6114）

総務課
（☎57-6222）

保健福祉課 
（☎57-6112）

町民課
（☎57-6115）

町民課
（☎57-6115）

町民課
（☎57-6115）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

地域整備課
（☎57-6223）

「新潟県コロナウイルス感染症対策特別融資」の借入を
行う事業者に、信用保証協会への信用保証料を助成 
【融資額】
・1,000万円以下  （助成割合100％）
・1,000万円超～3,000万円以下（助成割合50％）
・3,000万円超～5,000万円以下（助成割合25％）  

・ひとり親家庭等医療費助成受給世帯に対し１世帯
　５万円を給付

・大学等に通う学生がいる、町内に住所を有する保護者
　等に対し、自宅通学者は１万円、自宅外通学者は３万
　円を給付
・就学のため、町外から転入し大学等へ通っている、町
　内に住所を有する学生に１万円を給付

・１人当たり10万円を給付

・児童１人当たり1万円を給付

１万円

〔292万円〕

町

町

町

町

町

町

町

町

町

〔917万円〕

〔1,206万円〕

〔240万円〕

〔402万円〕

〔1,186万円〕

〔2,010万円〕

〔500万円〕

〔8,570万円〕

〔元年度150万円、２年度850万円〕

〔11億5,928万円〕

完売いたしました

広報  たがみまち 「　　　      」 6 月号  ● 2
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相談窓口・問い合わせ：役場町民課 税務係 57-6115

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し経済的に困窮する学生やその保
護者を支援することにより、保護者の負担を軽減するとともに、学業の継続及び子育て支援を行い
ます。  

　新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難な場合は申請をすることにより、
徴収の猶予を受けることができます。 

◆対象者（以下の１、２の要件いずれも満たす方）
　１．新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が
　　　前年同期に比べて概ね20%以上減少していること 
　２．一時に納税を行うことが困難であること 
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　令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する税

※申請の手続きに関する書類は町のホームページ（http：//www.town.tagami.niigata.jp）をご覧ください

◆対象者  令和２年５月１日現在、次の各号のいずれかに該当する方 
① 大学等（大学、大学院、短期大学、専門学校等）に通う学生がいる、
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※申請書は町のホームページ（http：//www.town.tagami.niigata.jp ）からもダウンロードできます。 
・学生証の写し、振込口座（金融機関名、口座番号、名義人がわかるもの）の写しを添付。 

 令和２年６月３０日（火）まで

対 象 者 給付額 

① 大学等に通う学生がいる、
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保護者の住所から通学している場合
保護者の住所以外から通学している場合 ３万円 
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※申請書、申請要領は町ホームページに
　掲載しています
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上記＜個人向け＞に記載の内容をご覧下さい
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②売上減少額（前年比）

30％以上50％未満 上限50万円
上限30万円
上限10万円

20％以上30％未満 
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・販売数 5,000セット（1 人 5 セットまで） 

保健福祉課
（☎57-6112）

教育委員会
（☎57-6114）

総務課
（☎57-6222）

保健福祉課 
（☎57-6112）

町民課
（☎57-6115）

町民課
（☎57-6115）

町民課
（☎57-6115）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

産業振興課
（☎57-6225）

地域整備課
（☎57-6223）

「新潟県コロナウイルス感染症対策特別融資」の借入を
行う事業者に、信用保証協会への信用保証料を助成 
【融資額】
・1,000万円以下  （助成割合100％）
・1,000万円超～3,000万円以下（助成割合50％）
・3,000万円超～5,000万円以下（助成割合25％）  

・ひとり親家庭等医療費助成受給世帯に対し１世帯
　５万円を給付

・大学等に通う学生がいる、町内に住所を有する保護者
　等に対し、自宅通学者は１万円、自宅外通学者は３万
　円を給付
・就学のため、町外から転入し大学等へ通っている、町
　内に住所を有する学生に１万円を給付

・１人当たり10万円を給付

・児童１人当たり1万円を給付

１万円

〔292万円〕

町

町

町

町

町

町

町

町

町

〔917万円〕

〔1,206万円〕

〔240万円〕

〔402万円〕

〔1,186万円〕

〔2,010万円〕

〔500万円〕

〔8,570万円〕

〔元年度150万円、２年度850万円〕

〔11億5,928万円〕

完売いたしました
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道の駅
オープン工事

スタート 20％

ココ

　５
月
20
日
、
第
３
回
町
議
会
臨
時

会
が
招
集
さ
れ
、
提
案
し
た
議
案
は

原
案
ど
お
り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

▼
田
上
町
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正

▽
法
改
正
に
伴
う
条
番
号
の
変
更
等
。

▼
田
上
町
税
条
例
等
の
一
部
改
正

▽
個
人
住
民
税
で
は
、
未
婚
の
ひ
と

　り
親
に
対
す
る
税
制
上
の
措
置
及

　び
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
の
見
直
し
。

　固
定
資
産
税
で
は
、
所
有
者
不
明

　土
地
等
に
対
し
、
現
に
所
有
し
て

　い
る
方
の
申
告
制
度
の
創
設
な
ど
。

　た
ば
こ
税
で
は
、
軽
量
な
葉
巻
た

　ば
こ
の
課
税
方
式
の
見
直
し
な
ど

　に
伴
う
所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

　
部
改
正

▽
国
民
健
康
保
険
税
に
お
け
る
負
担

　の
公
平
性
を
図
る
た
め
、
保
険
税

　賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ
、
軽
減

　対
象
世
帯
を
拡
大
す
る
た
め
の
所

　要
の
改
正
。

▼
田
上
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

▽
第
１
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料

　の
軽
減
額
を
引
き
上
げ
、
一
部
の

　保
険
料
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
所

　要
の
改
正
。

▼
田
上
町
税
条
例
の
一
部
改
正

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　よ
り
大
幅
に
収
入
が
減
少
し
た
場

　合
の
徴
収
猶
予
制
度
の
特
例
の
創

　設
、
中
小
事
業
者
等
が
所
有
す
る

　償
却
資
産
及
び
事
業
用
家
屋
に
係

　る
固
定
資
産
税
等
の
軽
減
措
置
の

　ほ
か
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の

　臨
時
的
軽
減
措
置
の
延
長
な
ど
の

　所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

　
部
改
正

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　感
染
す
る
な
ど
一
定
の
要
件
を
満

　た
し
た
被
保
険
者
に
対
し
て
傷
病

　手
当
金
を
支
給
す
る
た
め
の
所
要

　の
改
正
。

▼
田
上
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

　
る
条
例
の
一
部
改
正

▽
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　感
染
す
る
な
ど
し
、
一
定
の
要
件

　を
み
た
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る

　傷
病
手
当
金
の
申
請
書
類
等
の
受

　付
を
行
う
事
務
の
追
加
。

▼
令
和
元
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
10
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
３
６
１
万
３
千

　円
を
減
額
し
、
総
額
54
億
７
，
１

　１
９
万
１
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関

連
経
費
の
増
減
整
理
な
ど
。

　

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
１
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
２
，６
５
１
万

　５
千
円
を
増
額
し
、
総
額
48
億
２
，

　６
５
１
万
５
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関

　連
経
費
の
追
加
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
11
億
８
，
１
９

　３
万
９
千
円
を
増
額
し
、
総
額
60

　億
８
４
５
万
４
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　特
別
定
額
給
付
金
な
ど
、
新
型
コ

　ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
経
費

　の
追
加
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
下
水
道
事
業

　
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

【
主
な
内
容
】

　湯
田
上
温
泉
の
温
泉
分
の
排
水
に

　係
る
下
水
道
使
用
料
を
減
免
す
る

　こ
と
に
伴
い
、
そ
の
分
を
一
般
会

　計
か
ら
負
担
す
る
事
に
よ
る
補
正
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
国
民
健
康
保

　
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
２
４
０
万
円
を

　増
額
し
、
総
額
13
億
３
，
２
４
０

　万
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
な
ど
、

　一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
被
保
険

　者
に
対
し
て
支
給
す
る
傷
病
手
当

　金
の
追
加
な
ど
。

▼
小
型
除
雪
車
購
入
契
約

▽
株
式
会
社
日
の
出
自
動
車
（
税
込

　１
，
１
６
２
万
７
千
円
）
と
契
約

　し
ま
し
た
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
１
億
１
，
３
８

　０
万
５
千
円
を
増
額
し
、
総
額
61

　億
２
，
２
２
５
万
９
千
円
と
し
ま

　し
た
。

【
主
な
内
容
】

　事
業
継
続
等
緊
急
支
援
金
、
プ
レ

　ミ
ア
ム
付
飲
食
券
・
商
品
券
、
ひ

　と
り
親
家
庭
応
援
、
大
学
等
就
学

　支
援
給
付
金
な
ど
。
新
型
コ
ロ
ナ

　ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
町
独

　自
の
新
た
な
支
援
策
の
増
額
。

▼
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解

　
に
つ
い
て

問い合わせ：役場総務課 政策推進室 57-6222

『道の駅たがみ』からの
お知らせ
『道の駅たがみ』からの
お知らせ

道の駅進捗バロメーター

役場3Ｆより
撮影しています→

出入口
出入口

出入口 出入口出入口 出入口

出入口

飲食コーナーコンビニ 直売所 女性トイレ
男性トイレ

倉庫

室内
コーナー

休憩
コーナー

情報提供
コーナー

幼児用
トイレ

授乳室

おむつ
交換室

パウダー
コーナー

だれでも
トイレ

だれでも
トイレ

地域連携施設

地域連携施設

トイレ・情報発信
休憩施設

トイレ・情報発信
休憩施設

問い合わせ：町保健福祉課 保健係 57-6112

　新型コロナウイルスの感染を防ぐためには、「手洗い」と「咳エチケット」、そして「環境消毒・換
気」と言われています。今回は、正しい手の洗い方についてお伝えします。
　ドアノブや電車のつり革、手すりなど様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着
している可能性があります。その手で目や口を触ったり、また、食べものなどを口にしたりすることで
ウイルスが体の中に入ってきます。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗うこ
とが大切ですし、正しい手の洗い方をすることで、しっかりウイルスを洗い流すことができます。

第3回 正しい手の洗い方とは？

新型コロナウイルス感染症について学ぼう 

10.28 New Open10.28 New Open

専
決
処
分（
条
例
）

専
決
処
分（
補
正
予
算
）

契
　　　　　約

補
　正
　予
　算

報
　　　　　告

令和２年　第３回
  田上町議会臨時会
令和２年　第３回
  田上町議会臨時会
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道の駅
オープン工事

スタート 20％

ココ

　５
月
20
日
、
第
３
回
町
議
会
臨
時

会
が
招
集
さ
れ
、
提
案
し
た
議
案
は

原
案
ど
お
り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

▼
田
上
町
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正

▽
法
改
正
に
伴
う
条
番
号
の
変
更
等
。

▼
田
上
町
税
条
例
等
の
一
部
改
正

▽
個
人
住
民
税
で
は
、
未
婚
の
ひ
と

　り
親
に
対
す
る
税
制
上
の
措
置
及

　び
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
の
見
直
し
。

　固
定
資
産
税
で
は
、
所
有
者
不
明

　土
地
等
に
対
し
、
現
に
所
有
し
て

　い
る
方
の
申
告
制
度
の
創
設
な
ど
。

　た
ば
こ
税
で
は
、
軽
量
な
葉
巻
た

　ば
こ
の
課
税
方
式
の
見
直
し
な
ど

　に
伴
う
所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

　
部
改
正

▽
国
民
健
康
保
険
税
に
お
け
る
負
担

　の
公
平
性
を
図
る
た
め
、
保
険
税

　賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ
、
軽
減

　対
象
世
帯
を
拡
大
す
る
た
め
の
所

　要
の
改
正
。

▼
田
上
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

▽
第
１
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料

　の
軽
減
額
を
引
き
上
げ
、
一
部
の

　保
険
料
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
所

　要
の
改
正
。

▼
田
上
町
税
条
例
の
一
部
改
正

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　よ
り
大
幅
に
収
入
が
減
少
し
た
場

　合
の
徴
収
猶
予
制
度
の
特
例
の
創

　設
、
中
小
事
業
者
等
が
所
有
す
る

　償
却
資
産
及
び
事
業
用
家
屋
に
係

　る
固
定
資
産
税
等
の
軽
減
措
置
の

　ほ
か
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の

　臨
時
的
軽
減
措
置
の
延
長
な
ど
の

　所
要
の
改
正
。

▼
田
上
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

　
部
改
正

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　感
染
す
る
な
ど
一
定
の
要
件
を
満

　た
し
た
被
保
険
者
に
対
し
て
傷
病

　手
当
金
を
支
給
す
る
た
め
の
所
要

　の
改
正
。

▼
田
上
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

　
る
条
例
の
一
部
改
正

▽
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　感
染
す
る
な
ど
し
、
一
定
の
要
件

　を
み
た
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る

　傷
病
手
当
金
の
申
請
書
類
等
の
受

　付
を
行
う
事
務
の
追
加
。

▼
令
和
元
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
10
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
３
６
１
万
３
千

　円
を
減
額
し
、
総
額
54
億
７
，
１

　１
９
万
１
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関

連
経
費
の
増
減
整
理
な
ど
。

　

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
１
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
２
，６
５
１
万

　５
千
円
を
増
額
し
、
総
額
48
億
２
，

　６
５
１
万
５
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関

　連
経
費
の
追
加
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
２
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
11
億
８
，
１
９

　３
万
９
千
円
を
増
額
し
、
総
額
60

　億
８
４
５
万
４
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　特
別
定
額
給
付
金
な
ど
、
新
型
コ

　ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
経
費

　の
追
加
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
下
水
道
事
業

　
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

【
主
な
内
容
】

　湯
田
上
温
泉
の
温
泉
分
の
排
水
に

　係
る
下
水
道
使
用
料
を
減
免
す
る

　こ
と
に
伴
い
、
そ
の
分
を
一
般
会

　計
か
ら
負
担
す
る
事
に
よ
る
補
正
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
国
民
健
康
保

　
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
２
４
０
万
円
を

　増
額
し
、
総
額
13
億
３
，
２
４
０

　万
円
と
し
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
な
ど
、

　一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
被
保
険

　者
に
対
し
て
支
給
す
る
傷
病
手
当

　金
の
追
加
な
ど
。

▼
小
型
除
雪
車
購
入
契
約

▽
株
式
会
社
日
の
出
自
動
車
（
税
込

　１
，
１
６
２
万
７
千
円
）
と
契
約

　し
ま
し
た
。

▼
令
和
２
年
度
田
上
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
３
号
）

▽
歳
入
歳
出
と
も
に
１
億
１
，
３
８

　０
万
５
千
円
を
増
額
し
、
総
額
61

　億
２
，
２
２
５
万
９
千
円
と
し
ま

　し
た
。

【
主
な
内
容
】

　事
業
継
続
等
緊
急
支
援
金
、
プ
レ

　ミ
ア
ム
付
飲
食
券
・
商
品
券
、
ひ

　と
り
親
家
庭
応
援
、
大
学
等
就
学

　支
援
給
付
金
な
ど
。
新
型
コ
ロ
ナ

　ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
町
独

　自
の
新
た
な
支
援
策
の
増
額
。

▼
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解

　
に
つ
い
て

問い合わせ：役場総務課 政策推進室 57-6222

『道の駅たがみ』からの
お知らせ
『道の駅たがみ』からの
お知らせ

道の駅進捗バロメーター

役場3Ｆより
撮影しています→

出入口
出入口

出入口 出入口出入口 出入口

出入口

飲食コーナーコンビニ 直売所 女性トイレ
男性トイレ

倉庫

室内
コーナー

休憩
コーナー

情報提供
コーナー

幼児用
トイレ

授乳室

おむつ
交換室

パウダー
コーナー

だれでも
トイレ

だれでも
トイレ

地域連携施設

地域連携施設

トイレ・情報発信
休憩施設

トイレ・情報発信
休憩施設

問い合わせ：町保健福祉課 保健係 57-6112

　新型コロナウイルスの感染を防ぐためには、「手洗い」と「咳エチケット」、そして「環境消毒・換
気」と言われています。今回は、正しい手の洗い方についてお伝えします。
　ドアノブや電車のつり革、手すりなど様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着
している可能性があります。その手で目や口を触ったり、また、食べものなどを口にしたりすることで
ウイルスが体の中に入ってきます。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗うこ
とが大切ですし、正しい手の洗い方をすることで、しっかりウイルスを洗い流すことができます。

第3回 正しい手の洗い方とは？

新型コロナウイルス感染症について学ぼう 

10.28 New Open10.28 New Open

専
決
処
分（
条
例
）

専
決
処
分（
補
正
予
算
）

契
　　　　　約

補
　正
　予
　算

報
　　　　　告

令和２年　第３回
  田上町議会臨時会
令和２年　第３回
  田上町議会臨時会
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問い合わせ：役場町民課 保険係　57-6115

問い合わせ：役場保健福祉課 保健係　57-6112

　町民の皆様が自主的に健康づくり活動に取り組むことのきっかけづくりとして、健康ポイント
制度を実施します。特定健診やがん検診など、健康に関するイベントに参加することによりポイ
ントがたまり、ポイント数によって賞品と交換できます。 

　健診を受診される方へ  ～感染症予防にご協力ください～ 
〇かぜ症状（咳・のどの痛み・体のだるさ等）のある方は、健診を見合わせてください。
　ご家族の発熱を含むかぜ症状がある場合も同様に見合わせてくださるようお願いします。 
〇石けんによる手洗い、マスクを着用してお越しください。
　マスクのない方には、簡易マスクの着用をお願いする場合があります。 
〇健診会場の入り口にて、検温と健康チェックを行います。健診案内に同封した「新型コ
　ロナウイルス感染予防対策問診票」を使いますので、ご記入の上お持ちください。 

「田上町健康ポイント制度」を実施します 

◆対象者
　田上町国民健康保険の被保険者で、40 歳か
ら 69 歳までの方
※年齢は、翌年４月２日時点になります。

◆注意事項
・ポイントカードを紛失した場合は、無効とな
　ります。（再交付はいたしません）また、
　次年度への繰り越しはございません。
・令和 2 年 11 月末までに提出してください。
　期限後の提出は、無効となります。  

◆参加方法
　①ポイントカードを受け取る。
　　特定健診やがん検診を受診し、会計終了後
　　にポイントカードを受け取る。
　②ポイントをためる。
　　特定健診（必須）やがん検診、健診結果事
　　後指導会、スッキリ運動教室に参加したり、   
　　自主的な健康づくりの取り組みによって
　　ポイントを付与します。
　③ポイントと賞品を交換する。
　　100 ポイント以上がたまったら、希望商
　　品にチェックを入れて、ポイントカードを
　　町民課保険係へ提出いただきますと、後日
　　賞品が届きます。 

対　　象 1.基本項目 2.詳細項目 

1. 令和2年度 特定健康診査受診票
2. 新型コロナウイルス感染予防対策問診票
3. 後期高齢者の質問票（健診当日年齢75歳以上の方）
4. 健康保険証
5. 特定健康診査受診券（40～74歳の社会保険等の被扶養者の方）
6. 健診料金（健診料金表をご参照ください。）
7. 外履きを入れるビニール袋（下駄箱を使わず外履きをもって移動していただきます。）  

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、行政区ごとに時間割をさせていただきまし
た。密状態を避けるために、なるべく日程に合わせた受診にご協力ください。 ■持ち物 

■健診料金表 

特 定 健 康 診 査
の ご 案 内

■健診日時・会場 

月日/会場 受付時間 行政区 受付時間 行政区 

6 月 21 日（日）
保健センター 

午前９時
～11時30分 羽生田２ 

午後1時～2時 羽生田１ 

午後2時～3時 下横場、上横場 

6 月 22 日（月）
保健センター 

午前９時
～10時30分 

下中村、上中村 
四ツ合、千苅、石田

午後1時～2時 後藤、曽根
川前、保明嶋 

午前10時30分
～11時30分 羽生田４ 午後2時～3時 下吉田３、下吉田４ 

6 月 23 日（火）
保健センター 

午前９時
～10時30分 本田上１、本田上２ 午後1時～2時 青海 

午前10時30分
～11時30分 本田上３ 午後2時～3時 下吉田１、下吉田２ 

6 月 24 日（水）
保健センター 

午前９時
～11時30分 羽生田３ 

午後1時～2時 本田上４ 

午後2時～3時 原ヶ崎 

6 月 25 日（木）
コミュニティ

センター

コミュニティ
センター

午前９時
～10時30分 中店１、中店２ 午後1時～2時 上野 

午前10時30分
～11時30分 中店３ 午後2時～3時 山田、中店嶋 

6 月 26 日（金）

 

午前９時
～10時30分 湯川 

午後1時～3時 川の下 
午前10時30分
～11時30分 中店４ 

6 月 29 日（月）
保健センター 

午前９時
～10時30分 坂田、上吉田 午後1時～2時 川船河東１、川船川東２ 

午前10時30分
～11時30分 川船河北 午後2時～3時 川船河南 

6 月 30 日（火）
保健センター 

午前９時
～10時30分 清水沢１、清水沢２

 

 
午前10時30分
～11時30分 川船河西 

■検査項目 

 

40～69歳の田上町国民健康保険加入者の方

40～69歳の社会保険等の被扶養者の方

70歳以上の方

39歳以下の方

800円 

保険者より通知

無料

800円

500円

500円

無料

1. 基本項目 ：質問項目、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査
2. 詳細項目 ：心電図検査、眼底検査（健診会場の診察医師が必要と判断した場合） 

※午前のみ

広報  たがみまち 「　　　      」 6 月号  ● 6



問い合わせ：役場町民課 保険係　57-6115

問い合わせ：役場保健福祉課 保健係　57-6112

　町民の皆様が自主的に健康づくり活動に取り組むことのきっかけづくりとして、健康ポイント
制度を実施します。特定健診やがん検診など、健康に関するイベントに参加することによりポイ
ントがたまり、ポイント数によって賞品と交換できます。 

　健診を受診される方へ  ～感染症予防にご協力ください～ 
〇かぜ症状（咳・のどの痛み・体のだるさ等）のある方は、健診を見合わせてください。
　ご家族の発熱を含むかぜ症状がある場合も同様に見合わせてくださるようお願いします。 
〇石けんによる手洗い、マスクを着用してお越しください。
　マスクのない方には、簡易マスクの着用をお願いする場合があります。 
〇健診会場の入り口にて、検温と健康チェックを行います。健診案内に同封した「新型コ
　ロナウイルス感染予防対策問診票」を使いますので、ご記入の上お持ちください。 

「田上町健康ポイント制度」を実施します 

◆対象者
　田上町国民健康保険の被保険者で、40 歳か
ら 69 歳までの方
※年齢は、翌年４月２日時点になります。

◆注意事項
・ポイントカードを紛失した場合は、無効とな
　ります。（再交付はいたしません）また、
　次年度への繰り越しはございません。
・令和 2 年 11 月末までに提出してください。
　期限後の提出は、無効となります。  

◆参加方法
　①ポイントカードを受け取る。
　　特定健診やがん検診を受診し、会計終了後
　　にポイントカードを受け取る。
　②ポイントをためる。
　　特定健診（必須）やがん検診、健診結果事
　　後指導会、スッキリ運動教室に参加したり、   
　　自主的な健康づくりの取り組みによって
　　ポイントを付与します。
　③ポイントと賞品を交換する。
　　100 ポイント以上がたまったら、希望商
　　品にチェックを入れて、ポイントカードを
　　町民課保険係へ提出いただきますと、後日
　　賞品が届きます。 

対　　象 1.基本項目 2.詳細項目 

1. 令和2年度 特定健康診査受診票
2. 新型コロナウイルス感染予防対策問診票
3. 後期高齢者の質問票（健診当日年齢75歳以上の方）
4. 健康保険証
5. 特定健康診査受診券（40～74歳の社会保険等の被扶養者の方）
6. 健診料金（健診料金表をご参照ください。）
7. 外履きを入れるビニール袋（下駄箱を使わず外履きをもって移動していただきます。）  

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、行政区ごとに時間割をさせていただきまし
た。密状態を避けるために、なるべく日程に合わせた受診にご協力ください。 ■持ち物 

■健診料金表 

特 定 健 康 診 査
の ご 案 内

■健診日時・会場 

月日/会場 受付時間 行政区 受付時間 行政区 

6 月 21 日（日）
保健センター 

午前９時
～11時30分 羽生田２ 

午後1時～2時 羽生田１ 

午後2時～3時 下横場、上横場 

6 月 22 日（月）
保健センター 

午前９時
～10時30分 

下中村、上中村 
四ツ合、千苅、石田

午後1時～2時 後藤、曽根
川前、保明嶋 

午前10時30分
～11時30分 羽生田４ 午後2時～3時 下吉田３、下吉田４ 

6 月 23 日（火）
保健センター 

午前９時
～10時30分 本田上１、本田上２ 午後1時～2時 青海 

午前10時30分
～11時30分 本田上３ 午後2時～3時 下吉田１、下吉田２ 

6 月 24 日（水）
保健センター 

午前９時
～11時30分 羽生田３ 

午後1時～2時 本田上４ 

午後2時～3時 原ヶ崎 

6 月 25 日（木）
コミュニティ

センター

コミュニティ
センター

午前９時
～10時30分 中店１、中店２ 午後1時～2時 上野 

午前10時30分
～11時30分 中店３ 午後2時～3時 山田、中店嶋 

6 月 26 日（金）

 

午前９時
～10時30分 湯川 

午後1時～3時 川の下 
午前10時30分
～11時30分 中店４ 

6 月 29 日（月）
保健センター 

午前９時
～10時30分 坂田、上吉田 午後1時～2時 川船河東１、川船川東２ 

午前10時30分
～11時30分 川船河北 午後2時～3時 川船河南 

6 月 30 日（火）
保健センター 

午前９時
～10時30分 清水沢１、清水沢２

 

 
午前10時30分
～11時30分 川船河西 

■検査項目 

 

40～69歳の田上町国民健康保険加入者の方

40～69歳の社会保険等の被扶養者の方

70歳以上の方

39歳以下の方

800円 

保険者より通知

無料

800円

500円

500円

無料

1. 基本項目 ：質問項目、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査
2. 詳細項目 ：心電図検査、眼底検査（健診会場の診察医師が必要と判断した場合） 

※午前のみ
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INFORMATION

お知らせ
INFORMATION

有
料
広
告

有
料
広
告

水回り、電気のことなら

TEL 57-2068　　FAX 57-2328

一級電気工事施工管理技士事務所

一級管工事施工管理技士事務所

一級土木施工管理技士事務所

志田電氣㈱

たうん情報　
今
年
度
は
中
学
校
の
教
科
書
採
択

の
年
で
す
。
広
く
皆
さ
ま
に
教
科
書

を
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
に
展
示
会

を
開
催
し
ま
す
。

▽
期
間
　
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

　
６
月
12
日
（
金
）
～
25
日
（
木
）

▽
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
場
所

・
教
科
書
セ
ン
タ
ー
（
栄
庁
舎
内
）

・
田
上
町
教
育
委
員
会
前

▽
内
容
　

　
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の

　
教
科
書

※
町
教
育
委
員
会
前
で
は
中
学
校
の

　
教
科
書
の
み

▼
問
い
合
わ
せ

　
三
条
教
科
書
セ
ン
タ
ー
　

　☎
45
―
１
１
１
６

　
町
教
育
委
員
会
　

　☎
57
―
６
１
１
４

　
児
童
虐
待
及
び
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
事

は
、
児
童
相
談
所
・
女
性
福
祉
相
談

所
又
は
町
ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。

▽
全
国
共
通
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

【
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
】

　
１
８
９

※
県
内
の
相
談
所
職
員
が
対
応
し
ま
す
。

【
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
】

　
０
５
７
０
―
０
―
５
５
２
１
０

※
県
内
の
相
談
所
職
員
が
対
応
し
ま
す
。

【
Ｄ
Ｖ
相
談
＋
（
プ
ラ
ス
）
】

　
０
１
２
０
―
２
７
９
―
８
８
９

※
委
託
事
業
者
の
専
門
相
談
員
が
対

　
応
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
・
メ
ー
ル
相
談

　
も
可
能
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
県
福
祉
保
健
部
子
ど
も
家
庭
課

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
９
２
６

▽
受
験
資
格

１
．
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て

　
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

　
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

　
て
３
年
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び

　
令
和
３
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校

　
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
見
込
み

　
の
者

２
．
人
事
院
が
右
記
１
に
掲
げ
る
者

　
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

▽
試
験
の
程
度

　
高
等
学
校
卒
業
程
度

▽
申
込
方
法
等

【
原
則
】
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

▽
受
付
期
間

　
６
月
22
日
（
月
）
午
前
９
時
～

　
７
月
１
日
（
水
）
※
受
信
有
効

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き

　
な
い
場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
試
験
日

　
第
１
次
試
験
日
　
９
月
６
日
（
日
）

　
第
２
次
試
験
日
　
10
月
14
日
（
水
）

　
～
23
日
（
金
）
の
い
ず
れ
か
第
１

　
次
試
験
合
格
通
知
書
で
指
定

▼
問
い
合
わ
せ

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関
し
て
】

　
人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
☎
０
３
―
３
５
８
１
―
５
３
１
１

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
以
外
】

　
関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試

験
係

　
☎
０
４
８
―
６
０
０
―
３
１
１
１

　
労
働
に
関
す
る
様
々
な
悩
み
事
に

つ
い
て
社
会
保
険
労
務
士
及
び
労
働

相
談
所
職
員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

▽
日
時
　
６
月
27
日
（
土
）

　
午
後
１
時
～
４
時
半

▽
相
談
方
法
　
電
話

　
労
働
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
２
５
８
―
３
７
―
6
１
１
０

▼
問
い
合
わ
せ

　
県
長
岡
労
働
相
談
所

　☎
０
２
５
８
―
３
７
―
６
１
１
０

　
６
月
１
日
～
10
日
は
、
電
波
利
用

環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期
間
で

す
。
私
た
ち
み
ん
な
の
財
産
で
あ
る

電
波
の
良
好
な
利
用
環
境
を
守
る
た

め
、
不
法
無
線
局
を
な
く
し
、
電
波

を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ

総
務
省
信
越
総
合
通
信
局

《
無
線
設
備
へ
の
混
信
・
妨
害
及
び

違
法
な
無
線
設
備
の
情
報
に
関
す
る

こ
と
》
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０
２
６
―
２
３
４
―
９
９
７
６

《
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど
放
送
の
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信
障
害
に
関
す
る
こ
と
》

　
☎
０
２
６
―
２
３
４
―
９
９
９
１
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　ご寄付いただいたマスク、フェイスシールドは、町内の感染症予防対策に役立ててまいります。ありがとうご
ざいました。 （敬称略）

　株式会社堀内組より子どもたちのために使ってほしいと
いうことで１１０万円をご寄付いただきました。交流会館や地
域学習センター（建設中）の絵本や児童用図書の購入に
あてさせて頂きます。ありがとうございました。 （敬称略）

　田上マイスタンプ会より１０万円をご寄
付いただきました。ありがとうございました。
                                                 （敬称略）

株式会社コスモパワーよ
りマスク500枚をご寄付
いただきました。

新潟県建設業協会三条
支部よりマスク5,000枚
をご寄付いただきました。

サウンドポート三条店より
フェイスシールド20枚をご寄
付いただきました。

ビーカム株式会社よりマス
ク4,000枚（子ども用マスク
2,000枚、大人用2,000
枚）をご寄付いただきました。

より魅力のあるあじさい園に！あじさいの植栽を行いました
　「護摩堂山あじさい園」がより魅力的になるよう、
老木化したあじさいや、病気や害虫等の影響を受け
たあじさいの植替え、植栽を行いました。田上町観光
協会の会員や関係者11名で、あじさい約１００株を
植栽しました。今回、植栽したあじさいが大きく成長し、
皆さんをお迎えするのが今から楽しみですね。

マスク・フェイスシールドのご寄付いただきました

善意をありがとう

教
科
書
展
示
会
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開
催
し
ま
す

児
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に
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２
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水回り、電気のことなら

TEL 57-2068　　FAX 57-2328

一級電気工事施工管理技士事務所

一級管工事施工管理技士事務所

一級土木施工管理技士事務所

志田電氣㈱

たうん情報　
今
年
度
は
中
学
校
の
教
科
書
採
択

の
年
で
す
。
広
く
皆
さ
ま
に
教
科
書

を
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
に
展
示
会

を
開
催
し
ま
す
。

▽
期
間
　
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

　
６
月
12
日
（
金
）
～
25
日
（
木
）

▽
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
場
所

・
教
科
書
セ
ン
タ
ー
（
栄
庁
舎
内
）

・
田
上
町
教
育
委
員
会
前

▽
内
容
　

　
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の

　
教
科
書

※
町
教
育
委
員
会
前
で
は
中
学
校
の

　
教
科
書
の
み

▼
問
い
合
わ
せ

　
三
条
教
科
書
セ
ン
タ
ー
　

　☎
45
―
１
１
１
６

　
町
教
育
委
員
会
　

　☎
57
―
６
１
１
４

　
児
童
虐
待
及
び
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
事

は
、
児
童
相
談
所
・
女
性
福
祉
相
談

所
又
は
町
ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。

▽
全
国
共
通
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

【
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
】

　
１
８
９

※
県
内
の
相
談
所
職
員
が
対
応
し
ま
す
。

【
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
】

　
０
５
７
０
―
０
―
５
５
２
１
０

※
県
内
の
相
談
所
職
員
が
対
応
し
ま
す
。

【
Ｄ
Ｖ
相
談
＋
（
プ
ラ
ス
）
】

　
０
１
２
０
―
２
７
９
―
８
８
９

※
委
託
事
業
者
の
専
門
相
談
員
が
対

　
応
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
・
メ
ー
ル
相
談

　
も
可
能
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
県
福
祉
保
健
部
子
ど
も
家
庭
課

　☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
９
２
６

▽
受
験
資
格

１
．
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て

　
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

　
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

　
て
３
年
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び

　
令
和
３
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校

　
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
見
込
み

　
の
者

２
．
人
事
院
が
右
記
１
に
掲
げ
る
者

　
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

▽
試
験
の
程
度

　
高
等
学
校
卒
業
程
度

▽
申
込
方
法
等

【
原
則
】
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

▽
受
付
期
間

　
６
月
22
日
（
月
）
午
前
９
時
～

　
７
月
１
日
（
水
）
※
受
信
有
効

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き

　
な
い
場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
試
験
日

　
第
１
次
試
験
日
　
９
月
６
日
（
日
）

　
第
２
次
試
験
日
　
10
月
14
日
（
水
）

　
～
23
日
（
金
）
の
い
ず
れ
か
第
１

　
次
試
験
合
格
通
知
書
で
指
定

▼
問
い
合
わ
せ

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関
し
て
】

　
人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
☎
０
３
―
３
５
８
１
―
５
３
１
１

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
以
外
】

　
関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試

験
係

　
☎
０
４
８
―
６
０
０
―
３
１
１
１

　
労
働
に
関
す
る
様
々
な
悩
み
事
に

つ
い
て
社
会
保
険
労
務
士
及
び
労
働

相
談
所
職
員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

▽
日
時
　
６
月
27
日
（
土
）

　
午
後
１
時
～
４
時
半

▽
相
談
方
法
　
電
話

　
労
働
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
２
５
８
―
３
７
―
6
１
１
０

▼
問
い
合
わ
せ

　
県
長
岡
労
働
相
談
所

　☎
０
２
５
８
―
３
７
―
６
１
１
０

　
６
月
１
日
～
10
日
は
、
電
波
利
用

環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期
間
で

す
。
私
た
ち
み
ん
な
の
財
産
で
あ
る

電
波
の
良
好
な
利
用
環
境
を
守
る
た

め
、
不
法
無
線
局
を
な
く
し
、
電
波

を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ

総
務
省
信
越
総
合
通
信
局

《
無
線
設
備
へ
の
混
信
・
妨
害
及
び

違
法
な
無
線
設
備
の
情
報
に
関
す
る

こ
と
》

　
☎
０
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２
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９
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６

《
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・
ラ
ジ
オ
な
ど
放
送
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す
る
こ
と
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０
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２
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４
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９
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　ご寄付いただいたマスク、フェイスシールドは、町内の感染症予防対策に役立ててまいります。ありがとうご
ざいました。 （敬称略）

　株式会社堀内組より子どもたちのために使ってほしいと
いうことで１１０万円をご寄付いただきました。交流会館や地
域学習センター（建設中）の絵本や児童用図書の購入に
あてさせて頂きます。ありがとうございました。 （敬称略）

　田上マイスタンプ会より１０万円をご寄
付いただきました。ありがとうございました。
                                                 （敬称略）

株式会社コスモパワーよ
りマスク500枚をご寄付
いただきました。

新潟県建設業協会三条
支部よりマスク5,000枚
をご寄付いただきました。

サウンドポート三条店より
フェイスシールド20枚をご寄
付いただきました。

ビーカム株式会社よりマス
ク4,000枚（子ども用マスク
2,000枚、大人用2,000
枚）をご寄付いただきました。

より魅力のあるあじさい園に！あじさいの植栽を行いました
　「護摩堂山あじさい園」がより魅力的になるよう、
老木化したあじさいや、病気や害虫等の影響を受け
たあじさいの植替え、植栽を行いました。田上町観光
協会の会員や関係者11名で、あじさい約１００株を
植栽しました。今回、植栽したあじさいが大きく成長し、
皆さんをお迎えするのが今から楽しみですね。

マスク・フェイスシールドのご寄付いただきました

善意をありがとう

教
科
書
展
示
会
を

　
　
　
　
　
開
催
し
ま
す

児
童
虐
待・Ｄ
Ｖ
に

　
　
　
関
す
る
相
談
窓
口

令
和
２
年
度
税
務
職
員

　
　
　
　
　
　
採
用
試
験

休
日
労
働
相
談
会
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問い合わせ：役場総務課 庶務防災係　57-6222

0.0７0

0.0７8

0.082

0.100

0.0７0

0.0７4

0.078

0.080

地上１ｍ

地上50cm

地上10cm

底面10cm

駐車場

側溝

通常の測定範囲内(0.016～0.16マイクロシーベルト/毎時)
測定結果（マイクロシーベルト/毎時）

放射線測定結果をお知らせします

今月 先月

■測定結果
　（通常の範囲内でした）

◆測定日時
　　5月22日 10時00分～
◆測定場所
　　田上町役場
◆天候
　　晴れ

田上町田上丙２５２４－１（田上駅前）
TEL：57-2118　　FAX：46-0151

田 巻 輪 店

● 自転車・オートバイ・除雪機
● 修理・販売・処分、買い取りもご相談下さい
※Pay Pay、Origami Pay 使えます！

 キャッシュレス決済利用で５％還元対象店舗です。 

定例補聴器相談日程
毎週木曜日に補聴器相談を実施しています。来場
できない方へ、ご自宅などへ出張いたします。
　　　◇曜 日 毎週木曜日（祝日除く）
　　　◇受付時間 午前10時～10時30分
　　　◇会 場 田上町役場１階ロビー
◎問い合わせ先
　認定補聴器専門店 

  リオネットセンター三条店 ☎33-6637

受験申込書請求・提出・問い合わせ：役場総務課 ☎57-6222 

令和２年度（令和３年４月採用）田上町職員募集　看護師 

看護師（訪問看護ステーション勤務）
１名
・昭和51年４月２日以降に生まれた方
・看護師免許を有する方又は取得見込みの方
・普通自動車運転免許を有する方
【第１次試験】
① 試験方法　看護師適性検査
② 日　　時　令和２年8月2日（日） 午前９時受付開始
③ 会　　場　田上町交流会館（田上町大字原ヶ崎新田3072番地）
【第２次試験】
第１次試験合格者に対し、面接試験を実施（８月３０日（日））
・ 受付期間　令和２年6月22日（月）～７月10日（金）
・ 提出書類　受験申込書（Ａ４版）、履歴書（Ａ３版）にそれぞれ写真を１枚貼る。他、写真2枚。
※受験申込書・履歴書の書式は、町ホームページからもダウンロードできます。  

令和３年４月１日採用の田上町職員を募集します。
◆職   種
◆採用予定人員
◆受 験 資 格

◆試験の方法

◆受 験 手 続 

受験申込書請求・提出・問い合わせ：役場総務課 ☎57-6222 

令和２年度（令和３年４月採用）田上町職員募集
一般事務職（大卒程度） 

一般事務職（大学卒業程度）
１名
・平成２年４月２日以降に生まれた方
・学校教育法による４年制大学を卒業された方又は卒業見込みの方
【第１次試験】
① 試験方法　教養試験、専門試験、性格特性検査
② 日　　時　令和２年8月2日（日） 午前９時受付開始
③ 会　　場　田上町交流会館（田上町大字原ヶ崎新田3072番地）
【第２次試験】
第１次試験合格者に対し、面接試験を実施（８月３０日（日））
・ 受付期間　令和２年6月22日（月）～７月10日（金）
・ 提出書類　受験申込書（Ａ４版）、履歴書（Ａ３版）にそれぞれ写真１枚を貼る。他、写真2枚。
※受験申込書・履歴書の書式は、町ホームページからもダウンロードできます。  

令和３年４月１日採用の田上町職員を募集します。

◆職   種
◆採用予定人員
◆受 験 資 格

◆試験の方法

◆受 験 手 続 

問い合わせ：役場町民課 住民係 ☎57-6115 

「本人通知制度」に登録しませんか？ 
～登録して守ろう、自分の個人情報～ 

本人等の 
代理人 

・本人等からの依頼を受け、委任状を持参した人 
【本人等とは】①の証明書…本人及び同一世帯の人 

②又は③の証明書…戸籍に記載されている人（除かれた人も含む）
及びその配偶者、直系の親族 

代理人以外
の第三者 

・自己の権利行使又は義務履行のために住民票の写し等が必要な人 
・住民票の写し等の記載事項を利用する正当な理由がある人 

※いずれも個人、又は法人の請求があります。 
・業務の遂行のために住民票の写し等が必要な弁護士、司法書士、土地家屋調査士、

税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 

 田上町に住民登録をしている人または本籍がある人（過去にあった人も含みます） 

【登録に必要なもの】 

■「本人通知制度」とは？ 
　住民票の写しや戸籍謄本などを第三者へ交付したことを、事前に登録した人にお知らせする制度です。
住民票の写しなどの不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を目的としています。あなた
の大切な個人情報を守るため、本人通知制度をご活用ください。 

　①登録申込書（総合窓口、ホームページにあります）
　②窓口に来られる人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）
　　写真入りの証明書類がない人は、保険証、年金手帳、年金証書など2点
　※法定代理人による申請の場合は、①と②（法定代理人のもの）のほか、戸籍謄本等の法定代理人の資格
　　が確認できる書類が必要です。田上町でその資格が確認できる場合は不要。
　※代理人による申請の場合は、①と②（代理人のもの）のほか、委任状が必要です。   

■ 対象となる証明書
①住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し
②戸籍の附票の写し（消除された附票を含む）
③戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書（消除された戸籍を含む） 

■ 請求者（第三者）とは

■ 登録できる人

■ 登録の手続き

■ 本人に通知する内容
・交付した年月日 　・交付した証明書の種別と通数
・交付請求者の種別（本人等の代理人、代理人以外の第三者の2区分）
※請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。 

登録者
（本人）

①登録申請 ②証明書の請求

③証明書の交付④交付の事実を通知

請求者
（代理人・第三者）

田上町
役場
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問い合わせ：役場総務課 庶務防災係　57-6222

0.0７0

0.0７8

0.082

0.100

0.0７0

0.0７4

0.078

0.080

地上１ｍ

地上50cm

地上10cm

底面10cm

駐車場

側溝

通常の測定範囲内(0.016～0.16マイクロシーベルト/毎時)
測定結果（マイクロシーベルト/毎時）

放射線測定結果をお知らせします

今月 先月

■測定結果
　（通常の範囲内でした）

◆測定日時
　　5月22日 10時00分～
◆測定場所
　　田上町役場
◆天候
　　晴れ

田上町田上丙２５２４－１（田上駅前）
TEL：57-2118　　FAX：46-0151

田 巻 輪 店

● 自転車・オートバイ・除雪機
● 修理・販売・処分、買い取りもご相談下さい
※Pay Pay、Origami Pay 使えます！

 キャッシュレス決済利用で５％還元対象店舗です。 

定例補聴器相談日程
毎週木曜日に補聴器相談を実施しています。来場
できない方へ、ご自宅などへ出張いたします。
　　　◇曜 日 毎週木曜日（祝日除く）
　　　◇受付時間 午前10時～10時30分
　　　◇会 場 田上町役場１階ロビー
◎問い合わせ先
　認定補聴器専門店 

  リオネットセンター三条店 ☎33-6637

受験申込書請求・提出・問い合わせ：役場総務課 ☎57-6222 

令和２年度（令和３年４月採用）田上町職員募集　看護師 

看護師（訪問看護ステーション勤務）
１名
・昭和51年４月２日以降に生まれた方
・看護師免許を有する方又は取得見込みの方
・普通自動車運転免許を有する方
【第１次試験】
① 試験方法　看護師適性検査
② 日　　時　令和２年8月2日（日） 午前９時受付開始
③ 会　　場　田上町交流会館（田上町大字原ヶ崎新田3072番地）
【第２次試験】
第１次試験合格者に対し、面接試験を実施（８月３０日（日））
・ 受付期間　令和２年6月22日（月）～７月10日（金）
・ 提出書類　受験申込書（Ａ４版）、履歴書（Ａ３版）にそれぞれ写真を１枚貼る。他、写真2枚。
※受験申込書・履歴書の書式は、町ホームページからもダウンロードできます。  

令和３年４月１日採用の田上町職員を募集します。
◆職   種
◆採用予定人員
◆受 験 資 格

◆試験の方法

◆受 験 手 続 

受験申込書請求・提出・問い合わせ：役場総務課 ☎57-6222 

令和２年度（令和３年４月採用）田上町職員募集
一般事務職（大卒程度） 

一般事務職（大学卒業程度）
１名
・平成２年４月２日以降に生まれた方
・学校教育法による４年制大学を卒業された方又は卒業見込みの方
【第１次試験】
① 試験方法　教養試験、専門試験、性格特性検査
② 日　　時　令和２年8月2日（日） 午前９時受付開始
③ 会　　場　田上町交流会館（田上町大字原ヶ崎新田3072番地）
【第２次試験】
第１次試験合格者に対し、面接試験を実施（８月３０日（日））
・ 受付期間　令和２年6月22日（月）～７月10日（金）
・ 提出書類　受験申込書（Ａ４版）、履歴書（Ａ３版）にそれぞれ写真１枚を貼る。他、写真2枚。
※受験申込書・履歴書の書式は、町ホームページからもダウンロードできます。  

令和３年４月１日採用の田上町職員を募集します。

◆職   種
◆採用予定人員
◆受 験 資 格

◆試験の方法

◆受 験 手 続 

問い合わせ：役場町民課 住民係 ☎57-6115 

「本人通知制度」に登録しませんか？ 
～登録して守ろう、自分の個人情報～ 

本人等の 
代理人 

・本人等からの依頼を受け、委任状を持参した人 
【本人等とは】①の証明書…本人及び同一世帯の人 

②又は③の証明書…戸籍に記載されている人（除かれた人も含む）
及びその配偶者、直系の親族 

代理人以外
の第三者 

・自己の権利行使又は義務履行のために住民票の写し等が必要な人 
・住民票の写し等の記載事項を利用する正当な理由がある人 

※いずれも個人、又は法人の請求があります。 
・業務の遂行のために住民票の写し等が必要な弁護士、司法書士、土地家屋調査士、

税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 

 田上町に住民登録をしている人または本籍がある人（過去にあった人も含みます） 

【登録に必要なもの】 

■「本人通知制度」とは？ 
　住民票の写しや戸籍謄本などを第三者へ交付したことを、事前に登録した人にお知らせする制度です。
住民票の写しなどの不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を目的としています。あなた
の大切な個人情報を守るため、本人通知制度をご活用ください。 

　①登録申込書（総合窓口、ホームページにあります）
　②窓口に来られる人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）
　　写真入りの証明書類がない人は、保険証、年金手帳、年金証書など2点
　※法定代理人による申請の場合は、①と②（法定代理人のもの）のほか、戸籍謄本等の法定代理人の資格
　　が確認できる書類が必要です。田上町でその資格が確認できる場合は不要。
　※代理人による申請の場合は、①と②（代理人のもの）のほか、委任状が必要です。   

■ 対象となる証明書
①住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し
②戸籍の附票の写し（消除された附票を含む）
③戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書（消除された戸籍を含む） 

■ 請求者（第三者）とは

■ 登録できる人

■ 登録の手続き

■ 本人に通知する内容
・交付した年月日 　・交付した証明書の種別と通数
・交付請求者の種別（本人等の代理人、代理人以外の第三者の2区分）
※請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。 

登録者
（本人）

①登録申請 ②証明書の請求

③証明書の交付④交付の事実を通知

請求者
（代理人・第三者）

田上町
役場
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問い合わせ：役場保健福祉課 保健係　57-6112

児童手当について重要なお知らせ
児童手当の現況届は６月３０日（火）までにご提出ください！

　児童手当の現況届は、毎年６月１日現在の状況を把握し、６月分以降の児童手当を引き続き受ける

要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。

対象の方へのご案内は個別に郵送しております。

※現況届を提出されない場合、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【必要な添付書類】
〇受給者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書（受給者が厚生年金に加入している場合）
　※国民年金に加入されている方は提出不要です。
〇その他、必要に応じた書類（児童と別居している場合など）

☆ 今月（６月）は児童手当の支給月です ☆

☆児童手当制度について
【目　 的】

　中学校卒業までの児童を養育している方（15歳の誕生日後の最初の３月31日まで）

■ 所得制限限度額 ■

【支給対象】

６月、10月、２月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
各支給月の５日（土・日曜日及び祝祭日の場合は翌営業日）に受給者の口座へ振り込みます。

【支給時期】

児童の年齢

児童手当の額（１人当たり月額）

３歳未満

一律15,000円

第３子以降

15,000円

第１子・第２子

10,000円

中学生

一律10,000円

扶養親族人数

所得制限限度額（万円）

収入額の目安（万円）

０人

６２２.０

８３３.３

１人

６６０.０

８７５.６

２人

６９８.０

９1７.８

３人

７３６.０

９６０.０

４人

７７４.０

1,００２.1

５人

８1２.０

1,０４２.1

【支 給 額】
３歳以上小学校卒業まで

６月期（２月～５月分）の児童手当の支給日は、６月５日（金）です。
認定月が３月以降の方は、「認定月から５月分」までの支給となります。指定の口座をご確認ください。
☆児童手当を受けている方で、「児童手当を次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために活かし
　てほしい。」という方は、児童手当の全部又は一部を町に寄附することができます。
　寄附を希望される方は、保健福祉課までご連絡ください。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
（注）１．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額（所得額ベース）は、
　　　上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき６万円を加算した額。
　　２．扶養親族数の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１人につき38万円（扶養
　　　親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額。

※児童を扶養している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、『特例給付』として児童１人当たり
　月額一律5,000円を支給します。
※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の養育している児童のうち、
　３番目以降をいいます。

　児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生
活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与
することを目的として、児童を養育する父母等に手当を支給する制度です。

問い合わせ：役場町民課総合受付 ☎57-6115

提出・問い合わせ：町教育委員会　☎57-6114

・通知カード廃止後に、出生や国外から転入した方など新たにマイナンバーが付番される方には「個人番
　号通知書」にてマイナンバーを通知します。ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として
　は使用できません。
・廃止後も通知カードは、マイナンバーカードの交付時に返納する必要があるため保管してください。  
【通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類】
・マイナンバーカード（個人番号カード） ・マイナンバー入りの住民票（１件 300円）
・通知カード ※住所や氏名などが住民票と同じ記載の場合のみに限る
※詳しい内容については、下記問い合わせ先へお問い合わせください。  

田上町立学校特別支援学級在籍児童生徒への学校生活における指導・補助、身辺介助お
よび安全管理等。
１名
田上町立田上中学校
・特別支援教育に理解があり、心身ともに健康で意欲的に
　児童生徒と接することができる方
・地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない方
・令和2年７月1日時点で6５歳未満の方
・各種資格等は特に求めません
令和2年7月20日～令和3年3月31日（学校長期休業日を除く）
※児童生徒の在籍状況、勤務態度によっては更新もあります
時給900円
・雇用保険、社会保険加入有。通勤距離2km以上の方は通勤手当支給
・有給休暇（10日）の付与があります
田上町教育委員会に用意してある申込書または、ホームぺージよりダウンロードした申
込書に必要事項を記入の上、直接または郵便で提出ください。
申込書及び写真は返却しません。
令和2年6月30日（火）午後5時必着

◇ 勤 務 内 容

◇ 採用予定人数
◇ 勤 務 場 所
◇ 応 募 資 格

◇ 任 用 期 間

◇ 報 　 　 酬

◇ 申 込 方 法

◇ 申 込 締 切

　マイナンバーの通知カード（紙製のカード）が、国の法律改正により
令和２年５月２５日で廃止になりました。令和２年５月２５日からは、
通知カードに関する以下の手続きはできなくなりました。

マイナンバーの通知カードが
　　　　　　　　廃止になりました 

◆通知カードの新規発行・再発行
◆通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
※しばらくの間は、通知カードに記載されている住所や氏名などが住民票と同じである場合に限り、
　マイナンバーの証明として利用可能です。

田上町立学校支援員（会計年度任用職員）募集
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問い合わせ：役場保健福祉課 保健係　57-6112

児童手当について重要なお知らせ
児童手当の現況届は６月３０日（火）までにご提出ください！

　児童手当の現況届は、毎年６月１日現在の状況を把握し、６月分以降の児童手当を引き続き受ける

要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。

対象の方へのご案内は個別に郵送しております。

※現況届を提出されない場合、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【必要な添付書類】
〇受給者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書（受給者が厚生年金に加入している場合）
　※国民年金に加入されている方は提出不要です。
〇その他、必要に応じた書類（児童と別居している場合など）

☆ 今月（６月）は児童手当の支給月です ☆

☆児童手当制度について
【目　 的】

　中学校卒業までの児童を養育している方（15歳の誕生日後の最初の３月31日まで）

■ 所得制限限度額 ■

【支給対象】

６月、10月、２月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
各支給月の５日（土・日曜日及び祝祭日の場合は翌営業日）に受給者の口座へ振り込みます。

【支給時期】

児童の年齢

児童手当の額（１人当たり月額）

３歳未満

一律15,000円

第３子以降

15,000円

第１子・第２子

10,000円

中学生

一律10,000円

扶養親族人数

所得制限限度額（万円）

収入額の目安（万円）

０人

６２２.０

８３３.３

１人

６６０.０

８７５.６

２人

６９８.０

９1７.８

３人

７３６.０

９６０.０

４人

７７４.０

1,００２.1

５人

８1２.０

1,０４２.1

【支 給 額】
３歳以上小学校卒業まで

６月期（２月～５月分）の児童手当の支給日は、６月５日（金）です。
認定月が３月以降の方は、「認定月から５月分」までの支給となります。指定の口座をご確認ください。
☆児童手当を受けている方で、「児童手当を次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために活かし
　てほしい。」という方は、児童手当の全部又は一部を町に寄附することができます。
　寄附を希望される方は、保健福祉課までご連絡ください。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
（注）１．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額（所得額ベース）は、
　　　上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき６万円を加算した額。
　　２．扶養親族数の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１人につき38万円（扶養
　　　親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額。

※児童を扶養している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、『特例給付』として児童１人当たり
　月額一律5,000円を支給します。
※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の養育している児童のうち、
　３番目以降をいいます。

　児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生
活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与
することを目的として、児童を養育する父母等に手当を支給する制度です。

問い合わせ：役場町民課総合受付 ☎57-6115

提出・問い合わせ：町教育委員会　☎57-6114

・通知カード廃止後に、出生や国外から転入した方など新たにマイナンバーが付番される方には「個人番
　号通知書」にてマイナンバーを通知します。ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として
　は使用できません。
・廃止後も通知カードは、マイナンバーカードの交付時に返納する必要があるため保管してください。  
【通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類】
・マイナンバーカード（個人番号カード） ・マイナンバー入りの住民票（１件 300円）
・通知カード ※住所や氏名などが住民票と同じ記載の場合のみに限る
※詳しい内容については、下記問い合わせ先へお問い合わせください。  

田上町立学校特別支援学級在籍児童生徒への学校生活における指導・補助、身辺介助お
よび安全管理等。
１名
田上町立田上中学校
・特別支援教育に理解があり、心身ともに健康で意欲的に
　児童生徒と接することができる方
・地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない方
・令和2年７月1日時点で6５歳未満の方
・各種資格等は特に求めません
令和2年7月20日～令和3年3月31日（学校長期休業日を除く）
※児童生徒の在籍状況、勤務態度によっては更新もあります
時給900円
・雇用保険、社会保険加入有。通勤距離2km以上の方は通勤手当支給
・有給休暇（10日）の付与があります
田上町教育委員会に用意してある申込書または、ホームぺージよりダウンロードした申
込書に必要事項を記入の上、直接または郵便で提出ください。
申込書及び写真は返却しません。
令和2年6月30日（火）午後5時必着

◇ 勤 務 内 容

◇ 採用予定人数
◇ 勤 務 場 所
◇ 応 募 資 格

◇ 任 用 期 間

◇ 報 　 　 酬

◇ 申 込 方 法

◇ 申 込 締 切

　マイナンバーの通知カード（紙製のカード）が、国の法律改正により
令和２年５月２５日で廃止になりました。令和２年５月２５日からは、
通知カードに関する以下の手続きはできなくなりました。

マイナンバーの通知カードが
　　　　　　　　廃止になりました 

◆通知カードの新規発行・再発行
◆通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
※しばらくの間は、通知カードに記載されている住所や氏名などが住民票と同じである場合に限り、
　マイナンバーの証明として利用可能です。

田上町立学校支援員（会計年度任用職員）募集
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INFORMATION
みんなでつくる 情報ネットワーク ふ れ あ い 広 場

ふれあい広場は町民のみなさんからの投稿をお待ちしています。
締切は掲載希望月のおおむね前月20日です。

4/26～5/25届出分、敬称略

※掲載を希望しない方は、
　役場町民課（総合受付）まで
　お申し出下さい。

赤ちゃん誕生

お く や み

戸籍の窓
こ せ き の ま ど

　高齢者の方やその家族の相談窓口です。
◇一般相談　毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　午前９時～午後 5 時
◇専門相談　下記のとおり（要予約）いずれも月曜日

◇電話番号　025－285－4165（相談・予約）
◇住　　所　新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ 3 階
　　　　　　社会福祉法人新潟県社会福祉協議会内

新潟県高齢者総合相談センターのご案内

　認知症の方やその家族の相談窓口です。
◇認知症相談　毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　午前９時～午後 5 時
◇電話番号　　025－281－2783（相談）

新潟県認知症コールセンターのご案内

　行政書士は、中小企業経営者や小規模事業者の皆様
のお困りごとを解決するため、幅広い分野で丁寧なサ
ポートを行います。新型コロナウィルス感染症で影響
を受ける事業者の皆様のために、国の持続化給付金制
度があります。補助金申請の際はぜひ最寄りの行政書
士にご相談ください。
＜田上町の行政書士＞　大塚義行　☎57-4090　
　　　　善養寺貴洋・渡邊弥生子　☎57-3988

こんなときは行政書士にご相談ください

　壊れて動かなくなったおもちゃを修理します。技術
料は無料ですが、修理の際、部品代が発生する場合が
あります。
◇日　時　6 月 28 日（日）　午後 1 時～ 3 時
◇会　場　コミュニティセンター
◆問い合わせ：おもちゃ病院にいがた　川口弘昭　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎57－3389

今月のおもちゃ病院の診療案内

◇日　時　６月 2６日（金）午前 10 時～午後４時
◇内　容　離婚、DV、セクハラ、男女問題、性犯罪被害等、
　　　　　幅広く女性に関する相談に、お電話で対応
　　　　　いたします。
　　　　　当日限りのナビダイヤル（0570-045533）
　　　　　へお電話ください。
◆問い合わせ：県弁護士会　☎025-222-5533

女性のための無料法律相談会

◇日　時　６月 22 日（月）～ 26 日（金）
　　　　　費用：無料※電話にてご相談を承ります。 
◇会　場　行政書士たがみ行政手続事務所
　　　　　（羽生田乙 635 番地 15）
◆問い合わせ：一般社団法人みどり福祉会
　　　　　　　　　　　　　　渡邊・泉　☎64-7199

空き家なんでも無料相談会

相談内容 相談時間 6月 7月

法律相談 13：30～
16：00

15日
22日
29日

6 日
13 日
20 日
27 日

上　野　　　坂井　天琉　（風馬・有莉）

川船河　　　武内　美澪　（奨・香里）

上吉田　　　諸橋　沙柚　（祥伸・麻里）

上吉田　　　小柳　　功　　（79）

羽生田　　　坪谷　文四　　（86）

川船河　　　小柳　　博　　（86）

上吉田　　　德髙　キク　　（96）

清水沢　　　関根　伸一　　（78）
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問い合わせ：加茂地域消防署　予防課　☎52-1770※試験案内、受講案内などは加茂地域消防署予防課に用意してあります。

◇受講申込方法：
　　【電子申込】　新潟県危険物安全協会ホームページより
　　　　　　　　　（http://niigatakiankyo.sakura.ne.jp）
　　【書面申込】　「受講申込書」（往復はがき）に所要事項を記載して郵送

試験日

9月
6日

（日）

試験の種類

甲種、乙種
第1～6類、

丙種

受験地

新潟市
長岡市
上越市
三条市

電子申込
受付期間

７月17日（金）～

７月31日（金）

書面申込
受付期間

７月20日（月）

～

8月 3 日（月）

講習日

７月２1日（火）

～

７月22日（水）

講習会場 申込受付期間 定員

燕三条地場産
センター

メッセピア

６月23日（火）

～

７月14日（火）
８０名

危険物取扱者試験乙種第四類受験準備講習危　険　物　取　扱　者　試　験

◇申込先：
　　【電子申込】　（一財）消防試験研究センターホームページ
　　　　　　　　　　　（http://www.shoubo-shiken.or.jp）
　　【書面申込】　（一財）消防試験研究センター新潟県支部
　　　　　　　　　　　（☎025-285-7774）
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。
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入
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。
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。
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感
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INFORMATION
みんなでつくる 情報ネットワーク ふ れ あ い 広 場

ふれあい広場は町民のみなさんからの投稿をお待ちしています。
締切は掲載希望月のおおむね前月20日です。

4/26～5/25届出分、敬称略

※掲載を希望しない方は、
　役場町民課（総合受付）まで
　お申し出下さい。

赤ちゃん誕生

お く や み

戸籍の窓
こ せ き の ま ど

　高齢者の方やその家族の相談窓口です。
◇一般相談　毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　午前９時～午後 5 時
◇専門相談　下記のとおり（要予約）いずれも月曜日

◇電話番号　025－285－4165（相談・予約）
◇住　　所　新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ 3 階
　　　　　　社会福祉法人新潟県社会福祉協議会内

新潟県高齢者総合相談センターのご案内

　認知症の方やその家族の相談窓口です。
◇認知症相談　毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　午前９時～午後 5 時
◇電話番号　　025－281－2783（相談）

新潟県認知症コールセンターのご案内

　行政書士は、中小企業経営者や小規模事業者の皆様
のお困りごとを解決するため、幅広い分野で丁寧なサ
ポートを行います。新型コロナウィルス感染症で影響
を受ける事業者の皆様のために、国の持続化給付金制
度があります。補助金申請の際はぜひ最寄りの行政書
士にご相談ください。
＜田上町の行政書士＞　大塚義行　☎57-4090　
　　　　善養寺貴洋・渡邊弥生子　☎57-3988

こんなときは行政書士にご相談ください

　壊れて動かなくなったおもちゃを修理します。技術
料は無料ですが、修理の際、部品代が発生する場合が
あります。
◇日　時　6 月 28 日（日）　午後 1 時～ 3 時
◇会　場　コミュニティセンター
◆問い合わせ：おもちゃ病院にいがた　川口弘昭　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎57－3389

今月のおもちゃ病院の診療案内

◇日　時　６月 2６日（金）午前 10 時～午後４時
◇内　容　離婚、DV、セクハラ、男女問題、性犯罪被害等、
　　　　　幅広く女性に関する相談に、お電話で対応
　　　　　いたします。
　　　　　当日限りのナビダイヤル（0570-045533）
　　　　　へお電話ください。
◆問い合わせ：県弁護士会　☎025-222-5533

女性のための無料法律相談会

◇日　時　６月 22 日（月）～ 26 日（金）
　　　　　費用：無料※電話にてご相談を承ります。 
◇会　場　行政書士たがみ行政手続事務所
　　　　　（羽生田乙 635 番地 15）
◆問い合わせ：一般社団法人みどり福祉会
　　　　　　　　　　　　　　渡邊・泉　☎64-7199

空き家なんでも無料相談会

相談内容 相談時間 6月 7月

法律相談 13：30～
16：00

15日
22日
29日

6 日
13 日
20 日
27 日

上　野　　　坂井　天琉　（風馬・有莉）

川船河　　　武内　美澪　（奨・香里）

上吉田　　　諸橋　沙柚　（祥伸・麻里）

上吉田　　　小柳　　功　　（79）

羽生田　　　坪谷　文四　　（86）

川船河　　　小柳　　博　　（86）

上吉田　　　德髙　キク　　（96）

清水沢　　　関根　伸一　　（78）
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問い合わせ：加茂地域消防署　予防課　☎52-1770※試験案内、受講案内などは加茂地域消防署予防課に用意してあります。

◇受講申込方法：
　　【電子申込】　新潟県危険物安全協会ホームページより
　　　　　　　　　（http://niigatakiankyo.sakura.ne.jp）
　　【書面申込】　「受講申込書」（往復はがき）に所要事項を記載して郵送

試験日

9月
6日

（日）

試験の種類

甲種、乙種
第1～6類、

丙種

受験地

新潟市
長岡市
上越市
三条市

電子申込
受付期間

７月17日（金）～

７月31日（金）

書面申込
受付期間

７月20日（月）

～

8月 3 日（月）

講習日

７月２1日（火）

～

７月22日（水）

講習会場 申込受付期間 定員

燕三条地場産
センター

メッセピア

６月23日（火）

～

７月14日（火）
８０名

危険物取扱者試験乙種第四類受験準備講習危　険　物　取　扱　者　試　験

◇申込先：
　　【電子申込】　（一財）消防試験研究センターホームページ
　　　　　　　　　　　（http://www.shoubo-shiken.or.jp）
　　【書面申込】　（一財）消防試験研究センター新潟県支部
　　　　　　　　　　　（☎025-285-7774）

　
木
々
の
緑
が
深
ま
る
六
月
に
な
り
ま
し
た
。

　
我
が
家
で
は
何
種
類
か
の
薔
薇
を
育
て
て
い
ま
す
。
先
駆
け

て
咲
く
の
は
モ
ッ
コ
ウ
バ
ラ
で
す
。
忙
し
さ
に
か
ま
け
て
、
な

か
な
か
手
入
れ
が
で
き
な
い
で
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
今
年

も
頑
張
っ
て
咲
い
て
く
れ
て
、
一
日
の
疲
れ
を
癒
し
て
く
れ
ま

し
た
。

  

一
年
の
中
で
一
番
過
ご
し
や
す
い
季
節
で
す
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
こ
と
が
片
時
も
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
町
民
の
皆
様
も
同
様
だ
と
思
い
ま
す
。

　
全
都
道
府
県
の
緊
急
事
態
宣
言
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、
ま

だ
ま
だ
油
断
で
き
な
い
状
況
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
ま
す
。

　
幸
い
に
し
て
、
田
上
町
か
ら
は
一
人
も
感
染
者
が
発
生
し
て

い
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ま
で
に
、
不
要
不
急
の
外
出
の
自
粛
等
を
町
民
の
皆
様

に
お
願
い
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
ご
協
力
の
お
陰
と
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
田
上
町
と
し

て
町
独
自
支
援
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

  

私
の
基
本
的
な
考
え
方
は
「
全
て
の
町
民
に
広
く
浅
く
と
い

う
考
え
で
は
な
く
、
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
大
き
く
困
っ
て
い

る
方
々
に
重
点
的
に
対
応
し
て
い
き
た
い
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

特
に
、
国
、
県
の
支
援
制
度
で
は
あ
ま
り
行
き
届
か
な
い
と
こ

ろ
へ
の
支
援
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
苦
労
さ
れ
て
い
る
町
民
の
方
々
、
不
安
を
抱
え
て
い
る
皆

様
の
支
え
や
励
み
に
少
し
で
も
な
れ
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
ま

す
。

　
ど
う
か
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

  

具
体
的
な
対
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
５

月
29
日
の
全
戸
配
布
文
書
、
本
紙
２
ペ
ー
ジ
目
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

あ

　す

と

　り

と

　き
ひ

こ

て　る

みれい

さ ゆ

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
伴
い
、掲
載
の
記
事
内
容
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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【編集後記】　～熱中症に要注意～

町 の 人 口（5月31日現在）
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（前月比）

人　口
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人
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スマホから広報誌を
ご覧いただけます！

　新たまねぎは、みずみずしく、甘みがあって、加熱したときのトロ
ッとした食感がたまりませんよね。サラダやスープ等にすることが多
いですが、新たまねぎを使ったこんなレシピはいかがでしょうか。ポ
ン酢やからしを付けておつまみ風にしたり、ケチャップやソースもお
すすめです。ベーコンやツナ缶、チーズを入れてもGOOD！
　旬の一時期しか食べられない新たまねぎを、ぜひいろんな食べ方で
お楽しみください♪

★午前9時～午後5時まで受付です。

★急患のみご利用ください。

★受診の際は、必ず電話で連絡をしてから来院ください。

★夜間の緊急受診は県央医師会応急診療所（0256-32-0909）を

　ご利用ください

今月の食材
ここで

買えます
住　　所：
営業時間：

コメント：

田上町大字田上丙1840
火・土曜のみ
（午前10時～午後0時まで）
※1月～4月頃はお休みです。
403号線沿いの看板が目印
♪販売量は少ないですが春
から冬にかけ約50種類の野
菜を取扱っています。

役場保健福祉課 ☎57-6112

今月の
食材 新たまねぎ

田上産新たまねぎのもちもち茶巾しぼり

【 菜果良(なかよし) 】

今 月 の 納 税

◆町・県民税（第１期）
※納税は便利な口座振替がおすすめです！

　今年は新型コロナウイルス感染症予防のためマスクを着用する時間が長くなりました。マスクは熱がこもりやすい
ので注意が必要です。例年以上にこまめな水分補給や、暑さ対策をしっかりして熱中症にならないように気をつけま
しょう。私も気付いたら全然水を飲んでないな、という事が多いので、気を付けたいと思います！

〒959-1503　田上町大字原ヶ崎新田3070番地
田上町役場総務課   57-6222　メールアドレス　t2223@town.tagami.lg.jp

■たがみの彩時記　投稿記事あて先／

日　に　ち 当番医院名 電話番号

6
月

7
月

21日㈰
28日㈰
５日㈰
12日㈰
19日㈰

田上診療所（田上町）

星野内科医院(田上町)

監物小児科医院(加茂市)

いからし小児科アレルギークリニック(加茂市)

ながば耳鼻咽喉科医院(加茂市)

57-5015

41-4141

52-0800

53-2250

53-0751

新たまねぎ…1/2個　片栗粉…大さじ1
塩コショウ…少々　ごま油…大さじ1/2

材 料
（3～4個分）

①　新たまねぎは皮をむき、粗みじん切りにする。
②　ポリ袋に材料を全て入れ、よくもんで混ぜる。
③　ラップにスプーン1杯位を包んで茶巾しぼりにして、耐
　　熱皿に並べる。
④　レンジで2～３分加熱する。

作り方

田上の旬で
おいしいレシピ

15

ココ

有

掲載希望の方は右記までご連絡ください

●メンドコロスガ井

　写真下の大きなたけのこと、小さなたけのこは、別々のた

けのこではないそうです。大きいたけのこに小さいたけのこ

がくっついて出てきた小さいたけのこが、とてもかわいらし

いですね。

　写真、中ほどの２本はくっついて出てきた双子のたけのこ。

２つが一緒に成長し、２つ一緒に掘り出されたのかと思うと

少し感慨深いですね。

休日当番医のお知らせ

たがみの彩時記 親子たけのこと双子たけのこ （投稿者：川船河　吉田昭一さん）
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片道40
分

　　　山の宝石

片道40
分

　　　山の宝石

親子
たけのこ

双子
たけのこ

４０３

田上駅

至 加茂
至 新津
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